
議 第 １ ０ ７ 号  

 

手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 本 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の

と す る 。  

令 和 ６ 年 （ ２ ０ ２ ４ 年 ） １ ２ 月 ５ 日 提 出  

 

柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

   新 潟 県 柏 崎 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 新 潟 県 柏 崎 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 １ １ 年 条 例 第 ３ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 １ 号 中 「 基 づ く 」 を 「 よ る 」 に 改 め 、

「 確 認 の 申 請 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第 ２ 項 （ 第 ８ ７ 条 第 １ 項 に お い

て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 建 築 物 に 関 す る 計 画 の 通 知 」

を 加 え 、 「 確 認 申 請 手 数 料 」 を 「 確 認 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 号 ア

の 表 中  

「          「  

 ８，０００円 

 １２，０００円（建築基準法施行令（昭和２５

年政令第３３８号。以下「政令」という。）第

１０条各号（第２号を除く。）に掲げる建築物

のみの計画にあっては、８，０００円） 

１５，０００円 

 ２２，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、１５，０００円） 

２１，０００円 

 ３３，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、２１，０００円） 
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３２，０００円  ４４，０００円 

」 を                  」 に 改 め 、  

同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。  

オ  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成

２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 １ １ 条 第 １ 項 た だ し 書 及 び 同 法 第 １

２ 条 第 ２ 項 た だ し 書 の 国 土 交 通 省 令 で 定 め る 特 定 建 築 行 為 の

う ち 、 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施

行 規 則 （ 平 成 ２ ８ 年 国 土 交 通 省 令 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 第 １ 項 第 １

号 に 規 定 す る 住 宅 に 係 る 建 築 基 準 法 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

る 確 認 の 申 請 又 は 同 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 計 画 の 通

知 を し よ う と す る 者 は 、 ア に 規 定 す る 手 数 料 の ほ か 、 確 認 申

請 又 は 計 画 通 知 １ 件 に つ き 、 次 の 表 に 掲 げ る 手 数 料 を 納 め な

け れ ば な ら な い 。  

用途 床面積の合計 手数料の額 

一戸建て住宅 ２００平方メートル未満のもの １８，０００円 

２００平方メートル以上のもの ２０，０００円 

共同住宅等（共同

住宅、長屋その他

の一戸建ての住宅

以外の住宅をいう

。） 

３００平方メートル未満のもの ３３，０００円 

３００平方メートル以上２，０００平方

メートル未満のもの 

５５，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のもの 

９５，０００円 

５，０００平方メートル以上のもの １４２，０００円 

別 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 中 「 基 づ く 」 を 「 よ る 」  

に 改 め 、 「 確 認 の 申 請 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 計

画 の 通 知 」 を 加 え 、 「 確 認 申 請 手 数 料 」 を 「 確 認 申 請 等 手 数 料 」 に 改  

め 、 同 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 ４ 号 中 「 基 づ く 」 を 「 よ る 」 に 改 め 、  

「 完 了 検 査 の 申 請 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第 ２ ０ 項 の 規 定 に よ る 工 事

の 完 了 の 通 知 」 を 加 え 、 「 完 了 検 査 申 請 手 数 料 」 を 「 完 了 検 査 申 請 等

手 数 料 」 に 改 め 、 同 号 ア の 表 中  

「          「  

１４，０００円  
 １８，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては 
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   、１４，０００円） 

１７，０００円 

 ２３，０００円（政令第１０条各号（第２号を 

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、１７，０００円） 

２３，０００円 

 ３２，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、２３，０００円） 

３２，０００円  ４２，０００円 

」 を                  」 に 改 め 、  

同 号 イ 中 「 第 ７ 条 の ３ 第 ４ 項 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第 ２ ９ 項 」 を 加

え 、 同 号 イ の 表 中  

「          「  

１３，０００円 

 １７，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、１３，０００円） 

１６，０００円 

 ２２，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、１６，０００円） 

２１，０００円 

 ３０，０００円（政令第１０条各号（第２号を

除く。）に掲げる建築物のみの計画にあっては

、２１，０００円） 

３０，０００円  ４０，０００円 

」 を                  」 に 改 め 、  

同 号 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   エ  建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 １ ０

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 に 適 合

さ せ な け れ ば な ら な い 建 築 物 （ 建 築 基 準 法 第 ６ 条 の ４ 第 １ 項

第 ３ 号 に 掲 げ る 建 築 物 を 除 く 。 ） の 建 築 基 準 法 第 ７ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 検 査 の 申 請 又 は 同 法 第 １ ８ 条 第 ２ ０ 項 の 規 定 に

よ る 工 事 の 完 了 の 通 知 を し よ う と す る 者 は 、 ア 又 は イ に 規 定

す る 手 数 料 の ほ か 、 完 了 検 査 申 請 又 は 工 事 完 了 通 知 １ 件 に つ

き 、 次 の （ ア ） 又 は （ イ ） に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該
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（ ア ） 又 は （ イ ） に 定 め る 額 を 合 算 し た 額 の 手 数 料 を 納 め な

け れ ば な ら な い 。  

（ ア ） 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 ２

８ 年 経 済 産 業 省 ・ 国 土 交 通 省 令 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 に 規

定 す る 住 宅 部 分 の 場 合  次 の 表 に 掲 げ る 額  

用途 床面積の合計 手数料の額 

一戸建て住宅 ２００平方メートル未満のもの １１，０００円 

２００平方メートル以上のもの １２，０００円 

共同住宅等（共同住宅、長屋

その他の一戸建ての住宅以

外の住宅をいう。） 

３００平方メートル未満のもの ２４，０００円 

３００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のもの 

４４，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

８１，０００円 

５，０００平方メートル以上のもの １２８，０００円 

（ イ ） （ ア ） に 掲 げ る 場 合 以 外 の 場 合  次 の 表 に 掲 げ る 額  

用途 床面積の合計 手数料の額 

工場等（建築基準法施行規則

（昭和２５年建設省令第４

０号）別紙の表の用途が工場

（自動車修理工場を含む。）

、危険物の貯蔵若しくは処理

に供するもの、水産物の増殖

場若しくは養殖場、倉庫業を

営む倉庫、倉庫業を営まない

倉庫、卸売市場、火葬場又は

と畜場、汚物処理場、ごみ焼

却場その他の処理施設のみ

の場合をいう。以下この表に

おいて同じ。）以外 

３００平方メートル未満のもの ２４，０００円 

３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの 

３４，０００円 

１，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

４８，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

１０３，０００円 

５，０００平方メートル以上１万平

方メートル未満のもの 

１５０，０００円 

１万平方メートル以上２万５，００

０平方メートル未満のもの 

１８６，０００円 

２万５，０００平方メートル以上の

もの 

２２６，０００円 

工場等 

 

３００平方メートル未満のもの ９，０００円 

３００平方メートル以上１，０００

平方メートル未満のもの 

１５，０００円 
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 １，０００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のもの 

２４，０００円 

２，０００平方メートル以上５，０

００平方メートル未満のもの 

７２，０００円 

５，０００平方メートル以上１万平

方メートル未満のもの 

１１３，０００円 

１万平方メートル以上２万５，００

０平方メートル未満のもの 

１４３，０００円 

２万５，０００平方メートル以上の

もの 

１７８，０００円 

別 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 ５ 号 及 び 第 ６ 号 中 「 基 づ く 」 を 「 よ る 」  

に 改 め 、 「 完 了 検 査 の 申 請 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第 ２ ０ 項 の 規 定 に

よ る 工 事 の 完 了 の 通 知 」 を 加 え 、 「 完 了 検 査 申 請 手 数 料 」 を 「 完 了 検

査 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 ７ 号 中 「 基 づ

く 」 を 「 よ る 」 に 改 め 、 「 中 間 検 査 の 申 請 」 の 次 に 「 又 は 第 １ ８ 条 第

２ ８ 項 の 規 定 に よ る 特 定 工 程 に 係 る 工 事 の 終 了 の 通 知 」 を 加 え 、 「 中

間 検 査 申 請 手 数 料 」 を 「 中 間 検 査 申 請 等 手 数 料 」 に 改 め 、 同 号 の 表 検

査 の 申 請 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 の 項 中 「 申 請 に 係 る 部 分 の 」 を 「

対 象 と な る 」 に 改 め 、 別 表 第 ５ 号 建 築 基 準 法 関 係 第 ８ 号 の 表 １ の 項 中

「 第 ７ 条 の ６ 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ２ 号 」 を 「 第 ７ 条 の ６ 第 １ 項 第 １ 号

若 し く は 第 ２ 号 又 は 第 １ ８ 条 第 ３ ８ 項 第 １ 号 若 し く は 第 ２ 号 」 に 改 め

る 。  

 別 表 第 ５ 号 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 関 係  

の 表 １ の 項 事 務 の 欄 中 「 （ 平 成 ２ ７ 年 法 律 第 ５ ３ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 」  

を 「 第 １ １ 条 第 １ 項 」 に 、 「 第 １ ３ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 １ ２ 条 第 ２ 項 」

に 改 め 、 同 項 区 分 の 欄 及 び 手 数 料 の 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

⑴ 認定建築物エネルギー消

費性能向上計画に係る他の

建築物（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する

法律第３２条に規定する認

定建築物エネルギー消費性

能向上計画に同法第２９条 
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 第３項各号に掲げる事項が

記載されている場合におけ

る同項に規定する他の建築

物をいう。２の項において同

じ。）の場合 

ア 非住宅部分（建築物エネ

ルギー消費性能基準等を

定める省令（以下この項及

び４の項において「基準省

令」という。）第１条第２

項に規定する住宅部分以

外の建築物の部分をいう。

以下この項、２の項、４の

項及び５の項において同

じ。）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 住宅部分（基準省令第１

条第２項に規定する住宅

部分をいう。以下この項、

２の項、４の項及び５の項

において同じ。）の場合 

 

 

 

 

 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）床面積が３００平方メートル未満のものについ

ては、１０，０００円 

（イ）床面積が３００平方メートル以上１，０００平

方メートル未満のものについては、１９，０００

円 

（ウ）床面積が１，０００平方メートル以上２，００

０平方メートル未満のものについては、２８，４

００円 

（エ）床面積が２，０００平方メートル以上５，００

０平方メートル未満のものについては、７６，４

００円 

（オ）床面積が５，０００平方メートル以上１０，０

００平方メートル未満のものについては、１１８

，４００円 

（カ）床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、１４８，

４００円 

（キ）床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、１８４，４００円 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）一戸建ての住宅のものについては、５，８００円 

（イ）共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての

住宅以外の住宅をいう。以下この項及び２の項にお

いて同じ。）の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、１０，０００円 

（ウ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２ 
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，０００平方メートル未満のものについては、２２

，４００円 

（エ）共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のものについては、

４４，６００円 

（オ）共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以

上のものについては、７６，４００円 

⑵ その他の場合 

ア 非住宅部分について標

準入力法等による基準（基

準省令第１条第１項第１

号イの基準をいう。２の項

及び３の項において同じ。

）に適合するかどうかの判

定を行う場合 

 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、２１１，８００円（建築基準法施行規則別紙の

表の用途（以下この項及び２の項において「建築基

準法上の用途」という。）が工場（自動車修理工場

を含む。）、危険物の貯蔵若しくは処理に供するも

の、水産物の増殖場若しくは養殖場、倉庫業を営む

倉庫、倉庫業を営まない倉庫、卸売市場、火葬場又

はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施

設（以下この項及び２の項において「工場等」とい

う。）のみの場合にあっては、２９，７００円） 

（イ）床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、２６２，０００円

（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっ

ては、３６，８００円） 

（ウ）床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、３３６，７０

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあ

っては、４７，６００円） 

（エ）床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、４７６，５０

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあ

っては、９９，９００円） 

（オ）床面積が５，０００平方メートル以上１０，００ 
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イ 非住宅部分についてモ

デル建物法による基準（基

準省令第１条第１項第１

号ロの基準をいう。２の項

及び３の項において同じ。

）に適合するかどうかの判

定を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

０平方メートル未満のものについては、５８４，７

００円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合に

あっては、１４３，３００円） 

（カ）床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、６８９，

４００円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合

にあっては、１７４，９００円） 

（キ）床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、７８５，２００円（建築基準法上の用途

が工場等のみの場合にあっては、２１４，１００円

） 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、８６，８００円（建築基準法上の用途が工場等

のみの場合にあっては、２６，２００円） 

（イ）床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、１０７，６００円

（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっ

ては、３２，９００円） 

（ウ）床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、１３９，２０

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあ

っては、４２，８００円） 

（エ）床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、２１９，５０

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあ

っては、９４，０００円） 

（オ）床面積が５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものについては、２８３，７

００円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合に

あっては、１３６，８００円） 

（カ）床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０
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ウ 住宅部分について標準

計算法による基準（基準省

令第１条第１項第２号イ

⑴及び同号ロ⑴の基準を

いう。２の項及び３の項に

おいて同じ。）に適合する

かどうかの判定を行う場

合 

 

 

 

 

 

 

 

エ 住宅部分について仕様・

計算併用法による基準（基

準省令第１条第１項第２

号イ⑴及び同号ロ⑵若し

くは基準省令第１０条第

２号ロ⑵又は基準省令第

１条第１項第２号イ⑵若

しくは基準省令第１０条

第２号イ⑵及び基準省令

第１条第１項第２号ロ⑴ 

００平方メートル未満のものについては、３３９，

０００円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合

にあっては、１６７，７００円） 

（キ）床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、３９６，２００円（建築基準法上の用途

が工場等のみの場合にあっては、２０５，８００円

） 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、３３，３００円 

（イ）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、３６，８００円 

（ウ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、６５，２００円 

（エ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満のものについては、１０

６，１００円 

（オ）共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のものについては、

１７７，８００円 

（カ）共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以

上のものについては、２５３，１００円 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、２５，５００円 

（イ）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、２７，９００円 

（ウ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、４９，２００円 

（エ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満のものについては、８０

，０００円 
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の基準をいう。２の項及び

３の項において同じ。）に

適合するかどうかの判定

を行う場合 

 

オ 住宅部分について仕様

基準による基準（基準省令

第１条第１項第２号イ⑵

及び同号ロ⑵の基準をい

う。２の項及び３の項にお

いて同じ。）又は誘導仕様

基準による基準（基準省令

第１０条第２号イ⑵及び

同号ロ⑵の基準をいう。２

の項及び３の項において

同じ。）に適合するかどう

かの判定を行う場合 

（オ）共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のものについては、

１３６，３００円 

（カ）共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以

上のものについては、１９７，４００円 

１件につき、次に掲げる額 

（ア）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、１８，０００円 

（イ）一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、２０，０００円 

（ウ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、３３，０００円 

（エ）共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２

，０００平方メートル未満のものについては、５５

，０００円 

（オ）共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以

上５，０００平方メートル未満のものについては、

９５，０００円 

（カ）共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以

上のものについては、１４２，０００円 

別 表 第 ５ 号 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 関 係

の 表 ２ の 項 事 務 の 欄 中 「 第 １ ２ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 １ １ 条 第 ２ 項 」 に 、

「 第 １ ３ 条 第 ３ 項 」 を 「 第 １ ２ 条 第 ３ 項 」 に 改 め 、 同 項 区 分 の 欄 及 び

手 数 料 の 額 の 欄 を 次 の よ う に 改 め る 。  

⑴ 床面積の増加をしようと

する場合 

ア 認定建築物エネルギー

消費性能向上計画に係る

他の建築物の場合 

イ その他の場合 

 

 

増加をしようとする床面積に応じて１の項⑴と同じ方法

で算出した額とする。 

 

増加をしようとする床面積に応じて次の方法で算出した

額とする。 

（ア）標準入力法等による基準に適合するかどうかの判 
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定を行う場合については、１の項⑵アと同じ方法で

算出した額とする。 

（イ）モデル建物法による基準に適合するかどうかの判

定を行う場合については、１の項⑵イと同じ方法で

算出した額とする。 

（ウ）標準計算法による基準に適合するかどうかの判定

を行う場合については、１の項⑵ウと同じ方法で算

出した額とする。 

（エ）仕様・計算併用法による基準に適合するかどうか

の判定を行う場合については、１の項⑵エと同じ方

法で算出した額とする。 

（オ）仕様基準による基準又は誘導仕様基準による基準

に適合するかどうかの判定を行う場合については、

１の項⑵オと同じ方法で算出した額とする。 

⑵ その他の場合 

ア 認定建築物エネルギー

消費性能向上計画に係る

他の建築物の場合 

（ア）非住宅部分の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、５，０００円 

ｂ 床面積が３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のものについては、９，５００円 

ｃ 床面積が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のものについては、１４，２００円 

ｄ 床面積が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のものについては、３８，２００円 

ｅ 床面積が５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のものについては、５９，２００円 

ｆ 床面積が１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のものについては、７４，２００

円 
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（イ）住宅部分の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ その他の場合 

（ア）非住宅部分について標

準入力法等による基準

に適合するかどうかの

判定を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ 床面積が２５，０００平方メートル以上のものにつ

いては、９２，２００円 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 一戸建ての住宅のものについては、２，９００円 

ｂ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、５，０００円 

ｃ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のものについては、１１，２

００円 

ｄ 共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のものについては、２２

，３００円 

ｅ 共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以上

のものについては、３８，２００円 

 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、１０５，９００円（建築基準法上の用途が工場等

のみの場合にあっては、１４，９００円） 

ｂ 床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、１３１，０００円（

建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっては、

１８，４００円） 

ｃ 床面積が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のものについては、１６８，４００円

（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあって

は、２３，８００円） 

ｄ 床面積が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のものについては、２３８，３００円

（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあって

は、５０，０００円） 

ｅ 床面積が５，０００平方メートル以上１０，０００
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（イ）非住宅部分についてモ

デル建物法による基準

に適合するかどうかの

判定を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平方メートル未満のものについては、２９２，４００

円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあって

は、７１，７００円） 

ｆ 床面積が１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のものについては、３４４，７０

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっ

ては、８７，５００円） 

ｇ 床面積が２５，０００平方メートル以上のものにつ

いては、３９２，６００円（建築基準法上の用途が工

場等のみの場合にあっては、１０７，１００円） 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、４３，４００円（建築基準法上の用途が工場等の

みの場合にあっては、１３，１００円） 

ｂ 床面積が３００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル未満のものについては、５３，８００円（建築

基準法上の用途が工場等のみの場合にあっては、１６

，５００円） 

ｃ 床面積が１，０００平方メートル以上２，０００平

方メートル未満のものについては、６９，６００円（

建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっては、

２１，４００円） 

ｄ 床面積が２，０００平方メートル以上５，０００平

方メートル未満のものについては、１０９，８００円

（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあって

は、４７，０００円） 

ｅ 床面積が５，０００平方メートル以上１０，０００

平方メートル未満のものについては、１４１，９００

円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあって

は、６８，４００円） 

ｆ 床面積が１０，０００平方メートル以上２５，００

０平方メートル未満のものについては、１６９，５０
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（ウ）住宅部分について標準

計算法による基準に適

合するかどうかの判定

を行う場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（エ）住宅部分について仕様

・計算併用法による基

準に適合するかどうか

の判定を行う場合 

 

 

 

 

 

 

０円（建築基準法上の用途が工場等のみの場合にあっ

ては、８３，９００円） 

ｇ 床面積が２５，０００平方メートル以上のものにつ

いては、１９８，１００円（建築基準法上の用途が工

場等のみの場合にあっては、１０２，９００円） 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、１６，７００円 

ｂ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、１８，４００円 

ｃ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、３２，６００円 

ｄ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のものについては、５３，１

００円 

ｅ 共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のものについては、８８

，９００円 

ｆ 共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以上

のものについては、１２６，６００円 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、１２，８００円 

ｂ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、１４，０００円 

ｃ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、２４，６００円 

ｄ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のものについては、４０，０

００円 

ｅ 共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のものについては、６８ 
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（オ）住宅部分について仕様

基準による基準又は誘

導仕様基準による基準

に適合するかどうかの

判定を行う場合 

，２００円 

ｆ 共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以上

のものについては、９８，７００円 

１件につき、次に掲げる額 

ａ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル未

満のものについては、９，０００円 

ｂ 一戸建ての住宅の床面積が２００平方メートル以

上のものについては、１０，０００円 

ｃ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル未満の

ものについては、１６，５００円 

ｄ 共同住宅等の床面積が３００平方メートル以上２，

０００平方メートル未満のものについては、２７，５

００円 

ｅ 共同住宅等の床面積が２，０００平方メートル以上

５，０００平方メートル未満のものについては、４７

，５００円 

ｆ 共同住宅等の床面積が５，０００平方メートル以上

のものについては、７１，０００円 

別 表 第 ５ 号 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 関 係  

の 表 ３ の 項 事 務 の 欄 中 「 （ 平 成 ２ ８ 年 国 土 交 通 省 令 第 ５ 号 ） 第 １ １ 条 」  

を 「 第 １ ３ 条 」 に 、 「 建 築 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 」 を 「 建 築 物

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 確 保 計 画 」 に 改 め 、 同 項 手 数 料 の 額 の 欄 を 次 の よ

う に 改 め る 。  

⑴ 標準入力法等による基準に適合するかどうかの判定

を行う場合については、２の項⑵イ（ア）と同じ方法で

算出した額とする。 

⑵ モデル建物法による基準に適合するかどうかの判定

を行う場合については、２の項⑵イ（イ）と同じ方法で

算出した額とする。 

⑶ 標準計算法による基準に適合するかどうかの判定を

行う場合については、２の項⑵イ（ウ）と同じ方法で算

出した額とする。 
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⑷ 仕様・計算併用法による基準に適合するかどうかの判

定を行う場合については、２の項⑵イ（エ）と同じ方法

で算出した額とする。 

⑸ 仕様基準による基準又は誘導仕様基準による基準に

適合するかどうかの判定を行う場合については、２の項

⑵イ（オ）と同じ方法で算出した額とする。 

別 表 第 ５ 号 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 関 係

の 表 ４ の 項 事 務 の 欄 中 「 第 ３ ４ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ２ ９ 条 第 １ 項 」 に 改

め 、 同 項 手 数 料 の 額 の 欄 中 「 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 」

に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条 第

１ 項 に 規 定 す る 住 宅 部 分 （ 以 下 「 住 宅 部 分 」 と い う 。 ） 」 を 「 住 宅 部

分 」 に 改 め 、 「 床 面 積 （ 以 下 」 の 次 に 「 こ の 項 及 び ５ の 項 に お い て 」

を 加 え 、 「 第 ３ ５ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ３ ０ 条 第 １ 項 」 に 、 「 建 築 物 の エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 第 １ １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 非  

住 宅 部 分 （ 以 下 「 非 住 宅 部 分 」 と い う 。 ） 」 を 「 非 住 宅 部 分 」 に 改 め 、  

同 表 ５ の 項 事 務 の 欄 中 「 第 ３ ６ 条 第 １ 項 」 を 「 第 ３ １ 条 第 １ 項 」 に 改

め 、 同 項 中  

「  

１件につき、次に掲げる額を合算した額（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律第３６条第２項にお

いて準用する同法第３５条第２項の規定による申出を行

う場合にあっては、その額に建築確認等手数料額を加えた

額） 

⑴ 住宅部分については、次に掲げる額 

ア 戸建て住宅面積が２００平方メートル未満のも

のについては、１６，１００円（技術的審査を行わ

ない場合にあっては、２，９００円） 

イ 戸建て住宅面積が２００平方メートル以上のも

のについては、１７，９００円（技術的審査を行わ

ない場合にあっては、２，９００円） 

ウ 共同住宅等面積が３００平方メートル未満のも

のについては、３１，７００円（技術的審査を行わ 
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ない場合にあっては、５，０００円） 

エ 共同住宅等面積が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のものについては、５３，８

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、１

１，２００円） 

オ 共同住宅等面積が２，０００平方メートル以上５

，０００平方メートル未満のものについては、９０

，１００円（技術的審査を行わない場合にあっては

、２２，３００円） 

カ 共同住宅等面積が５，０００平方メートル以上の

ものについては、１２８，３００円（技術的審査を

行わない場合にあっては、３８，２００円） 

⑵ 非住宅部分で標準入力法等による基準に適合する

かどうかの審査を行うものについては、次に掲げる額 

ア 床面積が３００平方メートル未満のものについ

ては、１０２，９００円（技術的審査を行わない場

合にあっては、５，０００円） 

イ 床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、１２８，５００円

（技術的審査を行わない場合にあっては、９，５０

０円） 

ウ 床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、１６７，３０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、１４

，２００円） 

エ 床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、２３７，８０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、３８

，２００円） 

オ 床面積が５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものについては、２９２，５

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、５ 
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９，２００円） 

カ 床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、３４５，

３００円（技術的審査を行わない場合にあっては、

７４，２００円） 

キ 床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、３９３，６００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、９２，２００円） 

⑶ 非住宅部分でモデル建物法による基準に適合する

かどうかの審査を行うものについては、次に掲げる額 

ア 床面積が３００平方メートル未満のものについ

ては、３９，８００円（技術的審査を行わない場合

にあっては、５，０００円） 

イ 床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、５１，３００円（

技術的審査を行わない場合にあっては、９，５００

円） 

ウ 床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、６７，６００

円（技術的審査を行わない場合にあっては、１４，

２００円） 

エ 床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、１０８，２０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、３８

，２００円） 

オ 床面積が５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものについては、１４０，６

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、５

９，２００円） 

カ 床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、１６８，

５００円（技術的審査を行わない場合にあっては、 
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７４，２００円） 

キ 床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、１９７，３００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、９２，２００円） 

」 を  

「  

１件につき、次に掲げる額を合算した額（建築物のエネル

ギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項にお

いて準用する同法第３０条第２項の規定による申出を行

う場合にあっては、その額に建築確認等手数料額を加えた

額） 

ア 住宅部分については、次に掲げる額 

（ア）戸建て住宅面積が２００平方メートル未満のもの

については、１６，１００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、２，９００円） 

（イ）戸建て住宅面積が２００平方メートル以上のもの

については、１７，９００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、２，９００円） 

（ウ）共同住宅等面積が３００平方メートル未満のもの

については、３１，７００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、５，０００円） 

（エ）共同住宅等面積が３００平方メートル以上２，０

００平方メートル未満のものについては、５３，８

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、１

１，２００円） 

（オ）共同住宅等面積が２，０００平方メートル以上５

，０００平方メートル未満のものについては、９０

，１００円（技術的審査を行わない場合にあっては

、２２，３００円） 

（カ）共同住宅等面積が５，０００平方メートル以上の

ものについては、１２８，３００円（技術的審査を

行わない場合にあっては、３８，２００円） 

イ 非住宅部分で標準入力法等による基準に適合する 
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かどうかの審査を行うものについては、次に掲げる

額 

（ア）床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、１０２，９００円（技術的審査を行わない場合

にあっては、５，０００円） 

（イ）床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、１２８，５００円

（技術的審査を行わない場合にあっては、９，５０

０円） 

（ウ）床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、１６７，３０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、１４

，２００円） 

（エ）床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、２３７，８０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、３８

，２００円） 

（オ）床面積が５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものについては、２９２，５

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、５

９，２００円） 

（カ）床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、３４５，

３００円（技術的審査を行わない場合にあっては、

７４，２００円） 

（キ）床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、３９３，６００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、９２，２００円） 

ウ 非住宅部分でモデル建物法による基準に適合する

かどうかの審査を行うものについては、次に掲げる額 

（ア）床面積が３００平方メートル未満のものについて

は、３９，８００円（技術的審査を行わない場合に 
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あっては、５，０００円） 

（イ）床面積が３００平方メートル以上１，０００平方

メートル未満のものについては、５１，３００円（

技術的審査を行わない場合にあっては、９，５００

円） 

（ウ）床面積が１，０００平方メートル以上２，０００

平方メートル未満のものについては、６７，６００

円（技術的審査を行わない場合にあっては、１４，

２００円） 

（エ）床面積が２，０００平方メートル以上５，０００

平方メートル未満のものについては、１０８，２０

０円（技術的審査を行わない場合にあっては、３８

，２００円） 

（オ）床面積が５，０００平方メートル以上１０，００

０平方メートル未満のものについては、１４０，６

００円（技術的審査を行わない場合にあっては、５

９，２００円） 

（カ）床面積が１０，０００平方メートル以上２５，０

００平方メートル未満のものについては、１６８，

５００円（技術的審査を行わない場合にあっては、

７４，２００円） 

（キ）床面積が２５，０００平方メートル以上のものに

ついては、１９７，３００円（技術的審査を行わな

い場合にあっては、９２，２００円） 

」 に 改 め 、 同 表 ６ の 項

を 削 る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

3
2,
00
0
円

 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

イ
～
エ
 
（
略
）
 

イ
～
エ
 
（
略
）
 

 
オ
 
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
7
年
法
律
第
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改
正
後
 

改
正
前
 

5
3
号
）
第
11
条
第
１
項
た
だ
し
書
及
び
同
法
第
1
2
条
第
２
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通

省
令
で
定
め
る
特
定
建
築
行
為
の
う
ち
、
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上

等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
2
8年

国
土
交
通
省
令
第
５
号
）
第
２
条
第
１
項

第
１

号
に

規
定

す
る

住
宅

に
係

る
建

築
基

準
法

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

確

認
の

申
請

又
は

同
法

第
1
8
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
計

画
の

通
知

を
し

よ
う

と
す

る
者
は
、
ア
に
規
定
す
る
手
数
料
の
ほ
か
、
確
認
申
請
又
は
計
画
通
知
１
件
に
つ
き
、

次
の
表
に
掲
げ
る
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

用
途
 

床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 

一
戸
建
て
住
宅
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
8,
00
0
円
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

2
0,
00
0
円
 

共
同

住
宅

等
（

共

同
住

宅
、

長
屋

そ

の
他

の
一

戸
建

て

の
住

宅
以

外
の

住

宅
を
い
う
。
）
 

3
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

3
3,
00
0
円
 

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,
0
0
0
平

方

メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

5
5,
00
0
円
 

2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

5,
00
0
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

9
5,
00
0
円
 

5
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

1
42
,0
00
円
 

２
 

第
8
7
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

設
備

に
関

す
る
確
認
の
申
請
又
は
第
18
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
計
画
の
通
知
に
対
す
る
審
査
 

建
築
設
備
に
関
す
る
確
認
申
請
等
手
数
料
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

３
 

第
8
8
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

工
作

物
に

関
す

る
確

認
の

申
請

又
は

第
1
8
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
計

画
の

通
知

に

対
す
る
審
査
 

工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
等
手
数
料
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

               

 
 
 ２

 
第

8
7
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

第
６

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
設

備
に

関
す
る
確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

建
築
設
備
に
関
す
る
確
認
申
請
手
数
料
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

３
 

第
88

条
第

１
項

及
び

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

６
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ

く
工
作
物
に
関
す
る
確
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

 

工
作
物
に
関
す
る
確
認
申
請
手
数
料
 

ア
・
イ
 
（
略
）
 

４
 

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
完

了
検

査
の

申
請

又
は

第
1
8
条

第
2
0
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
に
対
す
る
審
査
 

４
 

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

に
関

す
る

完
了

検
査

の
申

請
に

対
す

る

審
査
 

建
築
物
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
等
手
数
料
 

建
築
物
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
手
数
料
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改
正
後
 

改
正
前
 

ア
 
建
築
物
を
建
築
し
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
移
転
し
た
も
の
を
除
く
。
）

ア
 
建
築
物
を
建
築
し
た
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も
の
及
び
移
転
し
た
も
の
を
除
く
。
）
 

 
床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 

 
 

床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 
 

 
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
8,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
14
,0
00
円
）
 

 
 

3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
4,
00
0
円

 

 
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
1
00
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

2
3,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
17
,0
00
円
）
 

 
 

3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
7,
00
0
円

 

 
1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
2
00
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

3
2,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
23
,0
00
円
）
 

 
 

1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

2
3,
00
0
円

 

 
2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
5
00
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

4
2,
00
0
円

 
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
5
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

3
2,
00
0
円

 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

イ
 

第
７

条
の

３
第

４
項

又
は

第
1
8
条

第
2
9
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

を
受

け
た

建
築

物
を
建
築
し
た
も
の
 

イ
 
第
７
条
の
３
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
た
建
築
物
を
建
築
し
た
も
の
 
 

 
床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 

 
 

床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 
 

 
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
7,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
13
,0
00
円
）
 

 
 

3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
3,
00
0
円

 

 
3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
1
00
平
方
メ

ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

2
2,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
16
,0
00
円
）
 

 
 

3
0
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

1
6,
00
0
円

 

 
1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
2
00
平
方

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

3
0,
00
0
円
（
政
令
第
1
0
条
各
号
（
第
２
号
を

除
く
。
）
に
掲
げ
る
建
築
物
の
み
の
計
画
に

あ
っ
て
は
、
21
,0
00
円
）
 

 
 

1
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

2
1,
00
0
円

 

 
2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
5
00
平
方

4
0,
00
0
円

 
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
5
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

3
0,
00
0
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
 

 
（
略
）
 

 
 

（
略
）
 

 

ウ
 
（
略
）
 

エ
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

1
0
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
基

準
に

適
合

さ
せ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
建
築
物
（
建
築
基
準
法
第
６
条
の
４
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
建
築
物
を
除
く
。
）

の
建

築
基

準
法

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

検
査

の
申

請
又

は
同

法
第

1
8
条

第

2
0
項
の
規
定
に
よ
る
工
事
の
完
了
の
通
知
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
ア
又
は
イ
に
規

定
す
る
手
数
料
の
ほ
か
、
完
了
検
査
申
請
又
は
工
事
完
了
通
知
１
件
に
つ
き
、
次
の

（
ア
）
又
は
（
イ
）
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
（
ア
）
又
は
（
イ
）
に

定
め
る
額
を
合
算
し
た
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
ア
）
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
基
準
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
2
8
年
経
済
産
業

省
・
国
土
交
通
省
令
第
１
号
）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
住
宅
部
分
の
場
合
 

 
 
次
の
表
に
掲
げ
る
額
 

 
用
途
 

床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 

一
戸
建
て
住
宅
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
1,
00
0
円
 

2
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

1
2,
00
0
円
 

共
同
住
宅
等
（
共
同
住
宅
、

長
屋

そ
の

他
の

一
戸

建
て

の
住

宅
以

外
の

住
宅

を
い

う
。
）
 

3
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

2
4,
00
0
円
 

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

4
4,
00
0
円
 

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

8
1,
00
0
円
 

5
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
 

1
28
,0
00
円
 

 
 
 
（
イ
）
（
ア
）
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合
 
次
の
表
に
掲
げ
る
額
 

用
途
 

床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 

工
場

等
（

建
築

基
準

法
施

3
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

2
4,
00
0
円
 

ウ
 
（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

行
規

則
（

昭
和

2
5
年

建
設

省
令

第
4
0
号

）
別

紙
の

表

の
用

途
が

工
場

（
自

動
車

修
理
工
場
を
含
む
。
）
、
危

険
物

の
貯

蔵
若

し
く

は
処

理
に

供
す

る
も

の
、

水
産

物
の

増
殖

場
若

し
く

は
養

殖
場

、
倉

庫
業

を
営

む
倉

庫
、

倉
庫

業
を

営
ま

な
い

倉
庫
、
卸
売
市
場
、
火
葬
場

又
は

と
畜

場
、

汚
物

処
理

場
、

ご
み

焼
却

場
そ

の
他

の
処

理
施

設
の

み
の

場
合

を
い

う
。

以
下

こ
の

表
に

お
い
て
同
じ
。
）
以
外
 

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

3
4,
00
0
円
 

1
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,
00
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

4
8,
00
0
円
 

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
03
,0
00
円
 

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

１
万

平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
50
,0
00
円
 

１
万

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

２
万

5
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
86
,0
00
円
 

２
万

5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の
 

2
26
,0
00
円
 

工
場
等
 

3
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

9
,0
00
円
 

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
5,
00
0
円
 

1
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,
00
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

2
4,
00
0
円
 

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

7
2,
00
0
円
 

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

１
万

平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
13
,0
00
円
 

１
万

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

２
万

5
,0
00
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
 

1
43
,0
00
円
 

２
万

5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の
 

1
78
,0
00
円
 

 

５
 

第
8
7
条

の
４

に
お

い
て

準
用

す
る

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

設
備

に
関

５
 

第
87

条
の

４
に

お
い

て
準

用
す

る
第

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ
く

建
築

設
備

に
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改
正
後
 

改
正
前
 

す
る

完
了

検
査

の
申

請
又

は
第

1
8
条

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

工
事

の
完

了
の

通
知

に

対
す
る
審
査
 

関
す
る
完
了
検
査
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

建
築
設
備
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
等
手
数
料
 
2
0,
0
00
円
（
小
荷
物
専
用
昇
降
機

に
つ
い
て
は
、
1
3,
00
0
円
）
 

建
築
設
備
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
手
数
料
 
2
0,
00
0
円
（
小
荷
物
専
用
昇
降
機
に

つ
い
て
は
、
13
,0
00
円
）
 

６
 

第
8
8
条

第
１

項
及

び
第

２
項

に
お

い
て

準
用

す
る

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

工
作

物
に

関
す

る
完

了
検

査
の

申
請

又
は

第
1
8
条

第
2
0
項

の
規

定
に

よ
る

工
事

の
完

了
の
通
知
に
対
す
る
審
査
 

６
 

第
88

条
第

１
項

及
び

第
２

項
に

お
い

て
準

用
す

る
第

７
条

第
１

項
の

規
定

に
基

づ

く
工
作
物
に
関
す
る
完
了
検
査
の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

工
作
物
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
等
手
数
料
 
1
5,
00
0
円
 

工
作
物
に
関
す
る
完
了
検
査
申
請
手
数
料
 
1
5,
00
0円

 

７
 

第
７

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
る

建
築

物
に

関
す

る
中

間
検

査
の

申
請

又
は

第

1
8
条
第
2
8
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
工
程
に
係
る
工
事
の
終
了
の
通
知
に
対
す
る
審
査
 

７
 

第
７

条
の

３
第

１
項

の
規

定
に

基
づ

く
建

築
物

に
関

す
る

中
間

検
査

の
申

請
に

対

す
る
審
査
 

 

建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
申
請
等
手
数
料
 

建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
申
請
手
数
料
 

 

 
検
査
の
対
象
と
な
る
床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 
 

 
検
査
の
申
請
に
係
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
 

手
数
料
の
額
 
 

（
略
）
 

 
（
略
）
 

 

８
 
そ
の
他
の
も
の
 

８
 
そ
の
他
の
も
の
 

  
事
務
 

名
称
 

手
数
料
の
額
 

１
 

第
７

条
の

６
第

１
項

第

１
号

若
し

く
は

第
２

号

又
は

第
18

条
第

3
8
項

第

１
号

若
し

く
は

第
２

号

（
第

8
7
条

の
４

又
は

第

8
8
条

第
１

項
若

し
く

は

第
２

項
に

お
い

て
準

用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定

に
基

づ
く

仮
使

用

の
認

定
の

申
請

に
対

す

る
審
査
 

検
査

済
証

の
交

付
を

受

け
る

前
に

お
け

る
建

築

物
等

の
仮

使
用

認
定

申

請
手
数
料
 

1
20
,0
00
円
 

（
略
）
 

 

  
事
務
 

名
称
 

手
数
料
の
額
 

１
 

第
７

条
の

６
第

１
項

第

１
号
又
は
第
２
号
（
第
8
7

条
の

４
又

は
第

8
8
条

第

１
項

若
し

く
は

第
２

項

に
お

い
て

準
用

す
る

場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に

基
づ

く
仮

使
用

の
認

定

の
申
請
に
対
す
る
審
査
 

   

検
査

済
証

の
交

付
を

受

け
る

前
に

お
け

る
建

築

物
等

の
仮

使
用

認
定

申

請
手
数
料
 

1
20
,0
00
円
 

（
略
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
関
係
 

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す
る
法
律
関
係
 

 
事
務
 

名
称
 

区
分
 

手
数
料
の
額
 

 
 

事
務
 

名
称
 

区
分
 

手
数
料
の
額
 

 

 
１
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
1
1条

第

１
項
又
は
第
12
条

第
２
項
の
規
定
に

基
づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
適
合
性
判
定
 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

適
合
性
判

定
手
数
料
 

(
１
)
 
認
定

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

に
係
る
他

の
建
築
物

（
建
築
物

の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費

性
能
の
向

上
等
に
関

す
る
法
律

第
3
2
条
に

規
定
す
る

認
定
建
築

物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費

性
能
向
上

計
画
に
同

法
第
2
9
条

第
３
項
各

号
に
掲
げ

る
事
項
が

記
載
さ
れ

て
い
る
場

 

                         

 
 

１
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
2
7

年
法
律
第
5
3号

）

第
1
2
条
第
１
項
又

は
第
1
3
条
第
２
項

の
規
定
に
基
づ
く

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
性
能
適
合

性
判
定
 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

適
合
性
判

定
手
数
料
 

(
１
)
 
認
定

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

に
係
る
他

の
建
築
物

（
建
築
物

の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費

性
能
の
向

上
等
に
関

す
る
法
律

第
3
7
条
に

規
定
す
る

認
定
建
築

物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費

性
能
向
上

計
画
に
同

法
第
3
4
条

第
３
項
各

号
に
掲
げ

る
事
項
が

記
載
さ
れ

て
い
る
場

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
9,
00
0円

 

イ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
2
8,
40
0
円
 

ウ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
7
6,
40
0
円
 

エ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
18
,4
0
0
円
 

オ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
48
,4
0
0
円
 

カ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
84
,4
0
0
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

合
に
お
け

る
同
項
に

規
定
す
る

他
の
建
築

物
を
い
う

。
２
の
項

に
お
い
て

同
じ
。
）

の
場
合
 

ア
 
非
住

宅
部
分

（
建
築

物
エ
ネ

ル
ギ
ー

消
費
性

能
基
準

等
を
定

め
る
省

令
（
以

下
こ
の

項
及
び

４
の
項

に
お
い

て
「
基

準
省
令

」
と
い

う
。
）

第
１
条

         

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
1
0,
00
0
円
 

（
イ
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
1
9,
0
00
円
 

（
ウ
）
床
面
積
が
1
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
28
,4
00
円
 

（
エ
）
床
面
積
が
2
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
76
,4
00
円
 

（
オ
）
床
面
積
が
5
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

合
に
お
け

る
同
項
に

規
定
す
る

他
の
建
築

物
を
い
う

。
２
の
項

に
お
い
て

同
じ
。
）

の
場
合
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改
正
後
 

改
正
前
 

第
２
項

に
規
定

す
る
住

宅
部
分

以
外
の

建
築
物

の
部
分

を
い
う

。
以
下

こ
の
項

、
２
の

項
、
４

の
項
及

び
５
の

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

の
場
合
 

つ
い
て
は
、
11
8,
40
0
円
 

（
カ
）
床
面
積
が
1
0,
00
0平

方

メ
ー
ト
ル
以
上
2
5,
00
0
平

方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
1
48
,4
00

円
 

（
キ

）
床

面
積

が
2
5,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
18
4,
40
0
円
 

     

 
イ
 
住
宅

部
分
（

基
準
省

令
第
１

条
第
２

項
に
規

定
す
る

住
宅
部

分
を
い

う
。
以

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
も

の
に
つ
い
て
は
、
5
,8
00
円

（
イ

）
共

同
住

宅
等

（
共

同
住

宅
、

長
屋

そ
の

他
の

一
戸

建
て

の
住

宅
以

外
の

住
宅

を
い

う
。

以
下

こ
の

項
及

び
２

の
項

に
お

い
て

同

じ
。
）
の
床
面

積
が
3
00
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の
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改
正
後
 

改
正
前
 

下
こ
の

項
、
２

の
項
、

４
の
項

及
び
５

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
の
場

合
 

に
つ
い
て
は
、
1
0,
00
0
円
 

（
ウ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
2
2,
40
0円

 

（
エ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
4
4,
60
0円

 

（
オ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
7
6,
40
0円

 

 
(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

ア
 
非
住

宅
部
分

に
つ
い

て
標
準

入
力
法

等
に
よ

る
基
準

（
基
準

省
令
第

１
条
第

１
項
第

  

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
2
1
1,
80
0
円
（
建
築

基
準

法
施

行
規

則
別

紙
の

表
の

用
途

（
以

下
こ

の
項

及
び

２
の

項
に

お
い

て

「
建

築
基

準
法

上
の

用

途
」
と
い
う
。
）
が
工
場
（
自

動
車

修
理

工
場

を
含

む
。
）
、
危
険
物
の
貯
蔵
若

 
 

(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

(
１

)
 

標
準

入
力

法
等

に
よ

る

基
準

（
建

築
物

エ
ネ

ル
ギ

ー

消
費

性
能

基
準

等
を

定
め

る

省
令

（
平

成
2
8
年

経
済

産
業

省
・
国
土
交
通
省
令
第
１
号
。

以
下
「
基
準
省
令
」
と
い
う
。
）

第
１

条
第

１
項

第
１

号
イ

の

基
準
を
い
う
。
２
の
項
、
３
の

項
及

び
６

の
項

に
お

い
て

同

じ
。
）
に
適
合

す
る
か
ど
う
か

の
判

定
を

行
う

も
の

に
つ

い

て
は
、
１
件
に
つ
き
、
次
に
掲

げ
る
額
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改
正
後
 

改
正
前
 

１
号
イ

の
基
準

を
い
う

。
２
の

項
及
び

３
の
項

に
お
い

て
同
じ

。
）
に

適
合
す

る
か
ど

う
か
の

判
定
を

行
う
場

合
 

             

し
く

は
処

理
に

供
す

る
も

の
、

水
産

物
の

増
殖

場
若

し
く

は
養

殖
場

、
倉

庫
業

を
営

む
倉

庫
、

倉
庫

業
を

営
ま

な
い

倉
庫

、
卸

売
市

場
、
火
葬
場
又
は
と
畜
場
、

汚
物

処
理

場
、

ご
み

焼
却

場
そ

の
他

の
処

理
施

設

（
以

下
こ

の
項

及
び

２
の

項
に
お
い
て
「
工
場
等
」
と

い
う
。
）
の
み
の
場
合
に
あ

っ
て
は
、
2
9,
7
00
円
）
 

（
イ
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
2
6
2,
00
0
円
（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
3
6,
80
0
円
）
 

（
ウ
）
床
面
積
が
1
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
36
,7
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
47
,6
00
円
）
 

（
エ
）
床
面
積
が
2
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
00

平
方

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
2
62
,0
0
0
円

（
建

築
基

準
法

施
行

規
則

（
昭

和
25

年
建

設
省

令
第

4
0
号

）
別

紙
の

表
の

用
途

（
以

下
「

建
築

基
準

法
上

の
用
途
」
と
い
う
。
）
が
工

場
（

自
動

車
修

理
工

場
を

含
む
。
）
、
危
険
物
の
貯
蔵

若
し

く
は

処
理

に
供

す
る

も
の

、
水

産
物

の
増

殖
場

若
し

く
は

養
殖

場
、

倉
庫

業
を

営
む

倉
庫

、
倉

庫
業

を
営

ま
な

い
倉

庫
、

卸
売

市
場

、
火

葬
場

又
は

と
畜

場
、
汚
物
処
理
場
、
ご
み
焼

却
場

そ
の

他
の

処
理

施
設

（
以

下
「

工
場

等
」

と
い

う
。

）
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、
3
6,
80
0円

）
 

イ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
36
,7
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ
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改
正
後
 

改
正
前
 

                         イ
 
非
住

宅
部
分

に
つ
い

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
4
76
,5
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
99
,9
00
円
）
 

（
オ
）
床
面
積
が
5
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
5
84
,7
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
14
3,
30
0
円
）

（
カ

）
床

面
積

が
1
0,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
6
89
,4
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
17
4,
90
0
円
）

（
キ

）
床

面
積

が
2
5,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
7
85
,2
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
21
4,
10
0
円
）

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
4
7,
60
0
円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
4
76
,5
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
9
9,
90
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
5
84
,7
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
43
,3
0
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
6
89
,4
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
74
,9
0
0
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

2
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
7
85
,2
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
14
,1
0
0
円
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

て
モ
デ

ル
建
物

法
に
よ

る
基
準

（
基
準

省
令
第

１
条
第

１
項
第

１
号
ロ

の
基
準

を
い
う

。
２
の

項
及
び

３
の
項

に
お
い

て
同
じ

。
）
に

適
合
す

る
か
ど

う
か
の

判
定
を

行
う
場

合
 

     

て
は
、
8
6,
80
0円

（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ

て

は
、
2
6,
20
0円

）
 

（
イ
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
1
0
7,
60
0
円
（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
3
2,
90
0
円
）
 

（
ウ
）
床
面
積
が
1
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
39
,2
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
42
,8
00
円
）
 

（
エ
）
床
面
積
が
2
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
2
19
,5
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
94
,0
00
円
）
 

（
オ
）
床
面
積
が
5
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

(
２

)
 

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る

基
準

（
基

準
省

令
第

１
条

第

１
項

第
１

号
ロ

の
基

準
を

い

う
。
２
の
項
、
３
の
項
及
び
６

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を

行
う

も
の

に
つ

い
て

は
、

１

件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
07
,6
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
3
2,
90
0
円
）
 

イ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
39
,2
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
4
2,
80
0
円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
19
,5
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ
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改
正
後
 

改
正
前
 

                 ウ
 
住
宅

部
分
に

つ
い
て

標
準
計

算
法
に

よ
る
基

準
（
基

準
省
令

第
１
条

第
１
項

第
２
号

つ
い

て
は

、
2
83
,7
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
13
6,
80
0
円
）

（
カ

）
床

面
積

が
1
0,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5
,0
00

平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
39
,0
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
16
7,
70
0
円
）

（
キ

）
床

面
積

が
2
5,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
96
,2
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の
場

合
に

あ
っ
て
は
、
20
5,
80
0
円
）

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
3
3,
30
0円

 

（
イ

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
3
6,
80
0円

 

（
ウ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未

て
は
、
9
4,
00
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
83
,7
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
36
,8
0
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
39
,0
00
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
67
,7
0
0
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

2
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
96
,2
0
0
円

（
建

築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
05
,8
0
0
円
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

イ
(
1)
及

び
同
号

ロ
(
1)
の

基
準
を

い
う
。

２
の
項

及
び
３

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
に
適

合
す
る

か
ど
う

か
の
判

定
を
行

う
場
合
 

エ
 
住
宅

部
分
に

つ
い
て

仕
様
・

計
算
併

用
法
に

よ
る
基

準
（
基

準
省
令

第
１
条

第
１
項

第
２
号

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

6
5,
20
0
円
 

（
エ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
06
,1
00
円
 

（
オ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
1
77
,8
00
円
 

（
カ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
2
53
,1
00
円
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
2
5,
50
0円

 

（
イ

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
2
7,
90
0円

 

（
ウ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
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改
正
後
 

改
正
前
 

イ
(
1)
及

び
同
号

ロ
(
2)
若

し
く
は

基
準
省

令
第
1
0

条
第
２

号
ロ
(
2)

又
は
基

準
省
令

第
１
条

第
１
項

第
２
号

イ
(
2)
若

し
く
は

基
準
省

令
第
1
0

条
第
２

号
イ
(
2)

及
び
基

準
省
令

第
１
条

第
１
項

第
２
号

ロ
(
1)
の

基
準
を

い
う
。

２
の
項

4
9,
20
0
円
 

（
エ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
8
0,
00
0円

 

（
オ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
1
36
,3
00
円
 

（
カ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
97
,4
00
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

及
び
３

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
に
適

合
す
る

か
ど
う

か
の
判

定
を
行

う
場
合
 

オ
 
住
宅

部
分
に

つ
い
て

仕
様
基

準
に
よ

る
基
準

（
基
準

省
令
第

１
条
第

１
項
第

２
号
イ

(
2)
及
び

同
号
ロ

(
2)
の
基

準
を
い

う
。
２

の
項
及

び
３
の

          

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
1
8,
00
0円

 

（
イ

）
一

戸
建

て
の

住
宅

の
床

面
積

が
20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
2
0,
00
0円

 

（
ウ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

3
3,
00
0
円
 

（
エ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以

上
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
5
5,
00
0円
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改
正
後
 

改
正
前
 

項
に
お

い
て
同

じ
。
）

又
は
誘

導
仕
様

基
準
に

よ
る
基

準
（
基

準
省
令

第
1
0
条

第
２
号

イ
(
2)
及

び
同
号

ロ
(
2)
の

基
準
を

い
う
。

２
の
項

及
び
３

の
項
に

お
い
て

同
じ
。

）
に
適

合
す
る

か
ど
う

か
の
判

定
を
行

う
場
合
 

（
オ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
2
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,0
00

平
方

メ
ー

ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
9
5,
00
0円

 

（
カ

）
共

同
住

宅
等

の
床

面
積

が
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
42
,0
00
円
 

 
２
 
建
築
物
の
エ
ネ

計
画
変
更

(
１
)
 
床
面

 
 

 
２
 
建
築
物
の
エ
ネ

計
画
変
更

(
１
)
 
床
面
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改
正
後
 

改
正
前
 

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
1
1条

第

２
項
又
は
第
12
条

第
３
項
の
規
定
に

基
づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
適
合
性
判
定
 

に
係
る
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
適

合
性
判
定

手
数
料
 

積
の
増
加

を
し
よ
う

と
す
る
場

合
 

 
ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
1
2条

第

２
項
又
は
第
13
条

第
３
項
の
規
定
に

基
づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
適
合
性
判
定
 

                    

に
係
る
建

築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消

費
性
能
適

合
性
判
定

手
数
料
 

                      

積
の
増
加

を
し
よ
う

と
す
る
場

合
 

 

 
ア
 
認
定

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

画
に
係

る
他
の

建
築
物

の
場
合
 

増
加
を
し
よ
う
と
す
る
床
面
積
に

応
じ
て
１
の
項
(
１
)
と
同
じ
方
法

で
算
出
し
た
額
と
す
る
。
 

 
 

ア
 
認
定

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

画
に
係

る
他
の

建
築
物

の
場
合
 

増
加

を
し

よ
う

と
す

る
床

面
積

に

応
じ

て
１

の
項

(
１

)
と

同
じ

方
法

で
算
出
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
0,
00
0
円
 

 

 

 
イ
 
そ
の

他
の
場

合
 

 

増
加
を
し
よ
う
と
す
る
床
面
積
に

応
じ
て
次
の
方
法
で
算
出
し
た
額

と
す
る
。
 

（
ア

）
標

準
入

力
法

等
に

よ
る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を
行

う
場

合
に

つ
い

て
は

、
１

の
項

(
２

)

ア
と

同
じ

方
法

で
算

出
し

た
額
と
す
る
。
 

（
イ

）
モ

デ
ル

建
物

法
に

よ
る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を
行

う
場

合
に

つ
い

て
は

、
１

の
項

(
２

)

イ
と

同
じ

方
法

で
算

出
し

 
 

イ
 
そ
の

他
の
場

合
 

 

増
加
を
し
よ
う
と
す
る
床
面
積
に

応
じ
て
次
の
方
法
で
算
出
し
た
額

と
す
る
。
 

ア
 

標
準

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の

判
定

を
行

う
場

合
で

、
１

の

項
(
２

)
手

数
料

の
額

の
欄

(
１

)
と

同
じ

方
法

で
算

出
し

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

床
面

積
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
2
11
,8
00
円
（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

場

合
に
あ
っ
て
は
、
29
,7
00
円
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

た
額
と
す
る
。
 

（
ウ

）
標

準
計

算
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

１
の

項
(
２

)
ウ

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額
と
す
る
。
 

（
エ
）
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

１
の

項

(
２

)
エ

と
同

じ
方

法
で

算

出
し
た
額
と
す
る
。
 

（
オ

）
仕

様
基

準
に

よ
る

基
準

又
は

誘
導

仕
様

基
準

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

１
の

項

(
２

)
オ

と
同

じ
方

法
で

算

出
し
た
額
と
す
る
。
 

                            

                            

イ
 

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の

判
定

を
行

う
場

合
で

、
１

の

項
(
２

)
手

数
料

の
額

の
欄

(
２

)
と

同
じ

方
法

で
算

出
し

た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の

床
面

積
が

30
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、
8
6,
80
0
円
（
建
築
基
準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合

に
あ
っ
て
は
、
2
6,
20
0
円
）
 

 
(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

ア
 
認
定

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

        

 
 

(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

ア
 
認
定

建
築
物

エ
ネ
ル

ギ
ー
消

費
性
能

向
上
計

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
9
,5
00
円
 

イ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
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改
正
後
 

改
正
前
 

画
に
係

る
他
の

建
築
物

の
場
合
 

（
ア
）
非

住
宅

部
分

の
場

合
 

                   

    １
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
5
,0
00
円
 

ｂ
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
9
,5
00
円
 

ｃ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
4,
20
0
円
 

ｄ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
8,
20
0
円
 

ｅ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
5
9,
20
0
円
 

ｆ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
7
4,
20
0
円
 

                            

                            

画
に
係

る
他
の

建
築
物

の
場
合
 

て
は
、
1
4,
20
0
円
 

ウ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
8,
20
0
円
 

エ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
5
9,
20
0
円
 

オ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
7
4,
20
0
円
 

カ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
9
2,
20
0
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

   （
イ
）
住

宅
部

分
の

場
合
 

 

ｇ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
9
2,
20
0
円
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
,9
00
円
 

ｂ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の

も
の
に
つ
い
て
は
、
5
,
00
0円

ｃ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
1,
20
0
円
 

ｄ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

2
2,
30
0
円
 

ｅ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
8,
20
0
円
 

                            

                            

 
イ
 
そ
の

他
の
場

合
 

（
ア
）
非

住
宅

   

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

 
 

イ
 
そ
の

他
の
場

合
 

  

(
１

)
 

標
準

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
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改
正
後
 

改
正
前
 

部
分

に
つ

い
て

標
準

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合
 

           

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
0
5,
90
0円

（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

み

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
4,
90
0
円
）
 

ｂ
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
3
1,
00
0円

（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

み

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
8,
40
0
円
）
 

ｃ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
6
8,
40
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

2
3,
80
0
円
）
 

ｄ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
2
3
8,
30
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5
0,
00
0
円
）
 

ｅ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

                            

          

                            

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
31
,0
00
円
（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

場

合
に
あ
っ
て
は
、
18
,4
00
円
）

イ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
68
,4
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

2
3
,
8
00

円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
2
38
,3
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5
0
,
0
00

円
）
 

エ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
2
92
,4
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

7
1
,
7
00

円
）
 

オ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ
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改
正
後
 

改
正
前
 

                  （
イ
）
非

住
宅

部
分

に
つ

い
て

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る
基

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
2
9
2,
40
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

7
1,
70
0
円
）
 

ｆ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
4
4,
70
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

8
7,
50
0
円
）
 

ｇ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
9
2,
60
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
07
,1
00
円
）
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
4
3,
40
0
円
（
建
築
基
準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
3,
10
0

円
）
 

ｂ
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

  

                            

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
44
,7
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

8
7
,
5
00

円
）
 

カ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
3
92
,6
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
7,
10
0

円
）
 

(
２

)
 

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い
て

は
、

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

以
上

1
,
0
0
0
平

方
メ

ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
5
3,
80
0
円
（
建
築
基
準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
場

合

に
あ
っ
て
は
、
1
6,
50
0
円
）
 

イ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
6
9,
60
0円

（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

場

合
に
あ
っ
て
は
、
21
,4
00
円
）

ウ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ
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改
正
後
 

改
正
前
 

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合
 

                   

は
、
5
3
,8
00
円
（
建
築
基
準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の
み

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
6
,
5
00

円
）
 

ｃ
 

床
面

積
が

1
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
6
9
,6
00
円
（
建
築
基
準

法
上

の
用

途
が

工
場

等
の

み

の
場

合
に

あ
っ

て
は

、

2
1,
40
0
円
）
 

ｄ
 

床
面

積
が

2
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
0
9,
80
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

4
7,
00
0
円
）
 

ｅ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
4
1,
90
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

6
8,
40
0
円
）
 

ｆ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

                            

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
09
,8
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

4
7
,
0
00

円
）
 

エ
 

床
面

積
が

5
,0
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
0
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
41
,9
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

6
8
,
4
00

円
）
 

オ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
69
,5
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

8
3
,
9
00

円
）
 

カ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
98
,1
0
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

場
合
に
あ
っ
て
は
、
10
2,
90
0

円
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

          （
ウ
）
住

宅
部

分
に

つ
い

て
標

準
計

算
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
判

定
を

行
う

場
合
 

て
は
、
1
6
9,
50
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

8
3,
90
0
円
）
 

ｇ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い

て
は
、
1
9
8,
10
0
円
（
建
築
基

準
法

上
の

用
途

が
工

場
等

の

み
の

場
合

に
あ

っ
て

は
、

1
02
,9
00
円
）
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
6,
70
0
円
 

ｂ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
8,
40
0
円
 

ｃ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の

も
の

に
つ

い
て

は
、

3
2
,
6
00

円
 

ｄ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

5
3,
10
0
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

         （
エ
）
住

宅
部

分
に

つ
い

て
仕

様
・

計
算

併
用

法
に

よ
る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

判
定

を
行

う
場

ｅ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

8
8,
90
0
円
 

ｆ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
26
,6
00
円
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
2,
80
0
円
 

ｂ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
4,
00
0
円
 

ｃ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の

も
の

に
つ

い
て

は
、

2
4,
60
0

円
 

ｄ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

4
0,
00
0
円
 

ｅ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が
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改
正
後
 

改
正
前
 

合
 

       （
オ
）
住

宅
部

分
に

つ
い

て
仕

様
基

準
に

よ
る

基
準

又
は

誘
導

仕
様

基
準

に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

6
8,
20
0
円
 

ｆ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

9
8,
70
0
円
 

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ａ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

9
,0
00
円
 

ｂ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床
面

積
が

20
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
0,
00
0
円
 

ｃ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
6,
50
0

円
 

ｄ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

2
7,
50
0
円
 

ｅ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
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改
正
後
 

改
正
前
 

の
判

定
を

行
う

場
合
 

  

 

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

4
7,
50
0
円
 

ｆ
 

共
同

住
宅

等
の

床
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

7
1,
00
0
円
 

       

     

 

 
３
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

第
1
3
条
の
規
定
に

基
づ
く
建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
確
保
計
画
の
軽

微
な
変
更
に
関
す

る
証
明
書
の
交
付
 軽

微
変
更

該
当
証
明

書
交
付
手

数
料
 

               

（
１

)
 

標
準

入
力

法
等

に
よ

る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い

て
は
、
２
の
項
(
２
)
イ
（
ア
）

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額

と
す
る
。
 

（
２

)
 

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い

て
は
、
２
の
項
(
２
)
イ
（
イ
）

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額

と
す
る
。
 

（
３

)
 

標
準

計
算

法
に

よ
る

基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の

判
定

を
行

う
場

合
に

つ
い

て

は
、
２
の
項
(２

)
イ
（
ウ
）
と

同
じ

方
法

で
算

出
し

た
額

と

す
る
。
 

（
４
)
 
仕
様
・
計
算
併
用
法
に
よ

る
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う

か
の

判
定

を
行

う
場

合
に

つ

 
 

３
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
施
行
規
則

（
平
成
2
8
年
国
土

交
通
省
令
第
５
号

）
第
1
1
条
の
規
定

に
基
づ
く
建
築
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
性

能
確
保
計
画
の
軽

微
な
変
更
に
関
す

る
証
明
書
の
交
付
 軽

微
変
更

該
当
証
明

書
交
付
手

数
料
 

 
 

              

（
１

)
 

標
準

入
力

法
等

に
よ

る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い

て
は

、
２

の
項

(
２

)
イ

(
１

)

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額

と
す
る
。
 

（
２

)
 

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い

て
は

、
２

の
項

(
２

)
イ

(
２

)

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額

と
す
る
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

い
て

は
、

２
の

項
(
２

)
イ

（
エ

）
と

同
じ

方
法

で
算

出

し
た
額
と
す
る
。
 

（
５

)
 

仕
様

基
準

に
よ

る
基

準

又
は

誘
導

仕
様

基
準

に
よ

る

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か

の
判

定
を

行
う

場
合

に
つ

い

て
は
、
２
の
項
(
２
)
イ
（
オ
）

と
同

じ
方

法
で

算
出

し
た

額

と
す
る
。
 

     

 
４
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
2
9条

第

１
項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る

審
査
 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

認
定
申
請

手
数
料
 

 
１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
3
0条

第
２
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
額
に
建
築
確
認
等
手
数

料
額
を
加
え
た
額
）
 

（
１
)
 
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
額
 

   

 

ア
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床

面
積

（
以

下
こ

の
項

及
び

５
の

項
に

お
い

て
「

戸
建

て
住
宅
面
積
」
と
い
う
。
）

が
2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

 
 

４
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
3
4条

第

１
項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
認
定

の
申
請
に
対
す
る

審
査
 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

認
定
申
請

手
数
料
 

 
１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額
（
建
築
物
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
3
5条

第
２
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
額
に
建
築
確
認
等
手
数

料
額
を
加
え
た
額
）
 

（
１

)
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

1
1
条

第
１

項
に

規

定
す
る
住
宅
部
分
（
以
下
「
住

宅
部
分
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

一
戸

建
て

の
住

宅
の

床

面
積
（
以
下
「
戸
建
て
住
宅

面
積
」
と
い
う
。
）
が
2
0
0

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
2,
20
0
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改
正
後
 

改
正
前
 

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

3
2,
20
0
円

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
3
0

条
第

１
項

の
基

準
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査

（
以

下
こ

の
項

及
び

５
の

項
に

お
い

て
「

技
術

的
審

査
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

5
,8
00
円
）
 

イ
 
（
略
）
 

ウ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
以

外

の
建

築
物

の
う

ち
申

請
に

係
る

住
戸

の
部

分
（

申
請

に
係

る
住

宅
部

分
に

住
戸

以
外

の
部

分
を

含
む

場
合

は
、
当
該
部
分
を
含
む
。
）

の
床

面
積

（
以

下
こ

の
項

及
び

５
の

項
に

お
い

て

「
共

同
住

宅
等

面
積

」
と

い
う
。
）
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
6
3
,4
00
円
（
技
術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ
て
は
、
10
,0
00
円
）
 

エ
～
カ
 
（
略
）
 

（
２

)
 

非
住

宅
部

分
で

標
準

入

円
（

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
消

費
性

能
の

向
上

等
に

関
す

る
法

律
第

3
5
条

第
１

項
の

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

（
以

下
こ

の
項

及
び

５
の

項
に

お
い

て
「

技
術

的
審

査
」

と
い

う
。
）
を
行
わ
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
5,
80
0
円
）
 

  イ
 
（
略
）
 

ウ
 

一
戸

建
て

の
住

宅
以

外

の
建

築
物

の
う

ち
申

請
に

係
る

住
戸

の
部

分
（

申
請

に
係

る
住

宅
部

分
に

住
戸

以
外

の
部

分
を

含
む

場
合

は
、
当
該
部
分
を
含
む
。
）

の
床
面
積
（
以
下
「
共
同
住

宅
等
面
積
」
と
い
う
。
）
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

6
3,
40
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
0,
00
0
円
）
 

 エ
～
カ
 
（
略
）
 

（
２

)
 

建
築

物
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
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改
正
後
 

改
正
前
 

力
法

等
に

よ
る

基
準

（
基

準

省
令

第
10

条
第

１
号

ロ
(
１

)

の
基

準
を

い
う

。
５

の
項

に

お
い
て
同
じ
。
）
に
適
合
す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

行
う

も

の
に

つ
い

て
は

、
次

に
掲

げ

る
額
 

    

ア
～
キ
 
（
略
）
 

（
３
)
 
（
略
）
 

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

1
1
条

第
１

項
に

規

定
す

る
非

住
宅

部
分

（
以

下

「
非
住
宅
部
分
」
と
い
う
。
）

で
標

準
入

力
法

等
に

よ
る

基

準
（

基
準

省
令

第
1
0
条

第
１

号
ロ

(
１

)
の

基
準

を
い

う
。

５
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

適
合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査

を
行

う
も

の
に

つ
い

て
は

、

次
に
掲
げ
る
額
 

ア
～
キ
 
（
略
）
 

（
３
)
 
（
略
）
 

 
５
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
3
1条

第

１
項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
変
更

の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
 

     

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

変
更
認
定

申
請
手
数

料
 

        

(
１
)
（
略
）
 
（
略
）
 

 
 

５
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

る
法
律
第
3
6条

第

１
項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

向
上
計
画
の
変
更

の
認
定
の
申
請
に

対
す
る
審
査
 

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

向
上
計
画

変
更
認
定

申
請
手
数

料
 

(
１
)
（
略
）
 
（
略
）
 

 

 
(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

            

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

を

合
算

し
た

額
（

建
築

物
の

エ
ネ

ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

31
条

第
２

項
に

お
い

て

準
用

す
る

同
法

第
30

条
第

２
項

の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
額

に
建

築
確

認

等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

ア
 

住
宅

部
分

に
つ

い
て

は
、

次
に
掲
げ
る
額
 

（
ア
）
戸
建
て
住
宅
面
積
が
20
0

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
16
,1
00

円
（

技
術

的
審

査
を

行
わ

 
 

(
２
)
 
そ
の

他
の
場
合
 

１
件

に
つ

き
、

次
に

掲
げ

る
額

を

合
算

し
た

額
（

建
築

物
の

エ
ネ

ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す

る
法

律
第

3
6
条

第
２

項
に

お
い

て

準
用

す
る

同
法

第
35

条
第

２
項

の

規
定

に
よ

る
申

出
を

行
う

場
合

に

あ
っ

て
は

、
そ

の
額

に
建

築
確

認

等
手
数
料
額
を
加
え
た
額
）
 

（
１
）
 
住
宅
部
分
に
つ
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
6,
10
0
円

（
技

術
的

審
査
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

2
,9
00
円
）
 

（
イ
）
戸
建
て
住
宅
面
積
が
20
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
17
,9
00

円
（

技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

2
,9
00
円
）
 

（
ウ
）
共
同
住
宅
等
面
積
が
30
0

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
31
,7
00

円
（

技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て

は
、

5
,0
00
円
）
 

（
エ
）
共
同
住
宅
等
面
積
が
30
0

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

5
3,
80
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
1,
20
0
円
）
 

（
オ

）
共

同
住

宅
等

面
積

が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
9
0
,1
00
円
（
技
術
的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て
は
、
2
2,
3
00
円
）
 

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
,9
00
円
）
 

イ
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
7,
90
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
,9
00
円
）
 

ウ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
1,
70
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
5
,0
00
円
）
 

エ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

5
3,
80
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
1,
20
0
円
）
 

オ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
90
,1
00
円
（
技
術
的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て
は
、
2
2,
3
00
円
）
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

（
カ

）
共

同
住

宅
等

面
積

が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
28
,3
00
円
（
技
術
的
審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
3
8,
20
0
円
）
 

イ
 

非
住

宅
部

分
で

標
準

入
力

法
等

に
よ

る
基

準
に

適
合

す

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲

げ
る
額
 

（
ア
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
1
0
2,
90
0
円
（
技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ
っ
て
は
、
5
,0
00
円
）

（
イ
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上

1
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
1
2
8,
50
0
円
（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
9
,
50
0

円
）
 

（
ウ
）
床
面
積
が
1
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
67
,3
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

カ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
28
,3
00
円
（
技
術
的
審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
3
8,
20
0
円
）
 

（
２

）
 

非
住

宅
部

分
で

標
準

入

力
法

等
に

よ
る

基
準

に
適

合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

行

う
も

の
に

つ
い

て
は

、
次

に

掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
1
0
2,
9
00
円
（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
5
,
0
00

円
）
 

イ
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
28
,5
00

円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

9
,5
00
円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
67
,3
00
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
4,
20
0
円
）
 

（
エ
）
床
面
積
が
2
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
2
37
,8
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

3
8,
20
0
円
）
 

（
オ
）
床
面
積
が
5
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
10
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
2
92
,5
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

5
9,
20
0
円
）
 

（
カ

）
床

面
積

が
1
0
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
45
,3
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
4,
20
0
円
）
 

（
キ

）
床

面
積

が
2
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
93
,6
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
4,
20
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
37
,8
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

3
8,
20
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
92
,5
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

5
9,
20
0
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
45
,3
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
4,
20
0
円
）
 

キ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
3
93
,6
00

円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

9
2,
20
0
円
）
 

ウ
 

非
住

宅
部

分
で

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲

げ
る
額
 

（
ア
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は
、
3
9
,8
00
円
（
技
術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ
て
は
、
5,
00
0
円
）
 

（
イ
）
床
面
積
が
3
00
平
方
メ
ー

ト
ル

以
上

1
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
5
1
,3
0
0
円
（
技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ
っ
て
は
、
9
,5
00
円
）

（
ウ
）
床
面
積
が
1
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
2
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
6
7,
60
0
円
（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
14
,2
00

円
）
 

（
エ
）
床
面
積
が
2
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
08
,2
0
0
円

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

9
2,
20
0
円
）
 

(
３

)
 

非
住

宅
部

分
で

モ
デ

ル
建

物
法

に
よ

る
基

準
に

適
合

す

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲

げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
39
,8
0
0
円
（
技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ
っ
て
は
、
5
,0
00
円
）

イ
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い
て
は
、
51
,
30
0
円
（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
9
,
5
00

円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

6
7,
60
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
4,
20
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,
00
0
平
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改
正
後
 

改
正
前
 

                     

                     

                     

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

3
8,
20
0
円
）
 

（
オ
）
床
面
積
が
5
,0
00
平
方
メ

ー
ト

ル
以

上
10
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
40
,6
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

5
9,
20
0
円
）
 

（
カ

）
床

面
積

が
1
0
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
68
,5
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
4,
20
0
円
）
 

（
キ

）
床

面
積

が
2
5
,0
00

平
方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
97
,3
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

9
2,
20
0
円
）
 

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
08
,2
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

3
8,
20
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
40
,6
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

5
9,
20
0
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

1
0,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
68
,5
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
4,
20
0
円
）
 

キ
 

床
面

積
が

2
5,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
97
,3
00

円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

9
2,
20
0
円
）
 

   

 
６
 
建
築
物
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

の
向
上
等
に
関
す

建
築
物
エ

ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能

   

１
件
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
額
を

合
算
し
た
額
 

(
１

)
 

住
宅

部
分

で
性

能
基

準
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

る
法
律
第
4
1条

第

１
項
の
規
定
に
基

づ
く
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能

基
準
に
適
合
し
て

い
る
旨
の
認
定
の

申
請
に
対
す
る
審

査
 

                    

基
準
適
合

認
定
申
請

手
数
料
 

                         

                            

（
基

準
省

令
第

１
条

第
１

項

第
２

号
ロ

(
１

)
の

基
準

を
い

う
。
）
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

の
審

査
を

行
う

も
の

に
つ

い

て
は
、
次
に
掲
げ
る
額
 

ア
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
2,
20
0
円

（
建

築
物

の
エ

ネ
ル

ギ
ー

消
費

性
能

の
向

上
等

に
関

す
る

法
律

第
２

条
第

１
項

第
３

号
の

基
準

に
適

合
す

る
か

ど
う

か
の

審
査

（
以

下
こ

の
項

に
お

い
て
「
技
術
的
審
査
」
と
い

う
。
）
を
行
わ
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
、
5,
80
0
円
）
 

イ
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
5,
80
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
5
,8
00
円
）
 

ウ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

6
3,
40
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

て
は
、
1
0,
00
0
円
）
 

エ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
07
,6
00
円
（
技
術
的
審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
2,
40
0
円
）
 

オ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
1
80
,2
00
円
（
技
術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ
て
は
、
44
,6
00
円
）
 

カ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

2
56
,5
00
円
（
技
術
的
審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
7
6,
40
0
円
）
 

(
２

)
 

住
宅

部
分

で
モ

デ
ル

住

宅
法

等
に

よ
る

基
準

（
基

準

省
令

第
１

条
第

１
項

第
２

号

ロ
(
２
)
の
基
準
を
い
う
。
）
又

は
仕

様
基

準
（

基
準

省
令

第

１
条

第
１

項
第

２
号

ロ
(
３

)

の
基
準
を
い
う
。
）
に
適
合
す
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

る
か

ど
う

か
の

審
査

を
行

う

も
の

に
つ

い
て

は
、

次
に

掲

げ
る
額
 

ア
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
7,
20
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
5
,8
00
円
）
 

イ
 

戸
建

て
住

宅
面

積
が

2
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

1
8,
40
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
5
,8
00
円
）
 

ウ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、

3
1,
00
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
1
0,
00
0
円
）
 

エ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

3
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

5
5,
40
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
2
2,
40
0
円
）
 

62



 

改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

オ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

2
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て

は
、
9
6,
80
0
円
（
技
術
的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ

っ
て
は
、
4
4,
6
00
円
）
 

カ
 

共
同

住
宅

等
面

積
が

5
,0
0
0
平

方
メ

ー
ト

ル
以

上
の

も
の

に
つ

い
て

は
、

1
44
,2
00
円
（
技
術
的
審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は
、
7
6,
40
0
円
）
 

(
３

)
 

非
住

宅
部

分
で

標
準

入

力
法

等
に

よ
る

基
準

に
適

合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

行

う
も

の
に

つ
い

て
は

、
次

に

掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
2
05
,7
00
円
（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
1
0,
00
0

円
）
 

イ
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
2
56
,9
0
0
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
9,
00
0
円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
34
,5
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

2
8,
40
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
4
75
,6
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
6,
40
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
5
84
,9
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
18
,4
00
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
6
90
,5
00
円
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
48
,4
00
円
）
 

キ
 

床
面

積
が

2
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
7
87
,2
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
84
,4
00
円
）
 

(
４

)
 

非
住

宅
部

分
で

モ
デ

ル

建
物

法
に

よ
る

基
準

に
適

合

す
る

か
ど

う
か

の
審

査
を

行

う
も

の
に

つ
い

て
は

、
次

に

掲
げ
る
額
 

ア
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ

い
て
は
、
7
9,
60
0
円
（
技
術

的
審

査
を

行
わ

な
い

場
合

に
あ
っ
て
は
、
1
0,
00
0
円
）

イ
 

床
面

積
が

3
00

平
方

メ

ー
ト

ル
以

上
1
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

未
満

の
も

の
に

つ
い

て
は

、
1
02
,5
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
9,
00
0
円
）
 

ウ
 

床
面

積
が

1
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
,
00
0
平
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改
正
後
 

改
正
前
 

                            

                            

                            

                            

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
1
35
,2
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

2
8,
40
0
円
）
 

エ
 

床
面

積
が

2
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

5
,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
16
,3
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

7
6,
40
0
円
）
 

オ
 

床
面

積
が

5
,
00
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

1
0,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
2
81
,1
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
18
,4
00
円
）
 

カ
 

床
面

積
が

1
0
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

2
5,
00
0
平

方
メ

ー
ト

ル
未

満
の

も
の

に
つ
い
て
は
、
3
36
,9
00
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
48
,4
00
円
）
 

キ
 

床
面

積
が

2
5
,0
0
0
平

方

メ
ー

ト
ル

以
上

の
も

の
に
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改
正
後
 

改
正
前
 

    

    

    

    

つ
い

て
は

、
3
94
,6
0
0
円

（
技

術
的

審
査

を
行

わ
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、

1
84
,4
00
円
）
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